
二

渋
谷
　
達
紀
　
教
授
主
要
著
作
目
録

著
書

新
技
術
開
発
と
法
（
現
代
経
済
法
講
座
七
巻
）
〔
紋
谷
暢
男
、
満
田
重
昭
と
の
共
著
〕
、
一
九
九
三
年
七
月
、
三
省
堂

国
際
取
引
法
講
義
〔
澤
田
寿
夫
、
松
下
満
雄
ほ
か
と
の
共
著
〕
、
一
九
八
二
年
＝
月
、
有
斐
閣

特
別
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
不
正
競
争
防
止
法
〔
豊
崎
光
衛
、
松
尾
和
子
と
の
共
著
〕
、
一
九
八
二
年
九
月
、
第
一
法
規
出
版

香
港
の
工
業
所
有
権
法
、
一
九
八
一
年
一
月
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

特
許
と
経
済
社
会
、
一
九
七
九
年
四
月
、
日
本
経
済
新
聞
社

商
標
法
の
理
論
、
一
九
七
三
年
一
月
、
東
京
大
学
出
版
会

論
文「

不
正
競
争
防
止
法
の
歴
史
」
小
野
昌
延
古
稀
記
念
論
文
集
・
知
的
財
産
法
の
歴
史
所
収
、
二
〇
〇
二
年
八
月
、
発
明
協
会

「
ド
メ
イ
ン
名
の
不
正
取
得
防
止
立
法
に
い
た
る
法
解
釈
の
系
譜
（
一
）
（
二
）
」
二
〇
〇
一
年
＝
月
、
経
済
産
業
調
査
会
、
特
許
ニ
ュ
ー

ス
一
〇
六
七
八
号
、
同
一
〇
六
七
九
号

「
種
苗
法
か
ら
見
た
農
産
物
の
輸
入
（
一
）
（
二
）
」
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
、
経
済
産
業
調
査
会
、
特
許
ニ
ュ
ー
ス
一
〇
六
六
五
号
、
同
一
〇

六
六
六
ロ
写

「
著
作
権
法
上
の
諸
概
念
に
関
す
る
一
考
察
」
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
、
特
許
庁
、
特
許
研
究
三
二
号



　
　
　
　
　
「
法
的
側
面
か
ら
見
た
登
録
イ
チ
ゴ
の
違
法
輸
入
対
策
」
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
、
化
学
工
業
日
報
社
、
’
今
月
の
農
業
四
五
巻
一
〇
号

　
　
　
　
　
「
知
的
財
産
法
へ
の
招
待
」
二
〇
〇
一
年
八
月
、
有
斐
閣
、
法
学
教
室
二
五
二
号

　
　
　
　
　
「
被
害
者
に
よ
る
民
事
差
止
請
求
制
度
」
二
〇
〇
一
年
五
月
、
公
正
取
引
協
会
、
公
正
取
引
六
〇
七
号

　
　
　
　
　
「
デ
ジ
タ
ル
方
式
に
よ
る
音
楽
C
D
の
リ
ピ
ー
ト
放
送
」
二
〇
〇
一
年
三
月
、
知
的
財
産
協
会
、
知
財
管
理
六
〇
〇
号

　
　
　
　
　
「
登
録
イ
チ
ゴ
品
種
収
穫
物
の
輸
入
に
つ
い
て
」
二
〇
〇
一
年
一
月
、
日
本
い
ち
ご
セ
ミ
ナ
「
、
日
本
い
ち
ご
セ
ミ
ナ
ー
紀
要
九
号

　
　
　
　
　
「
悪
意
の
出
願
」
；
○
○
○
年
一
二
月
、
日
本
商
標
協
会
、
日
本
商
標
協
会
誌
三
九
号

　
　
　
　
　
「
不
正
競
争
の
概
念
（
一
）
（
二
）
」
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
、
同
一
一
月
、
有
斐
閣
、
民
商
法
雑
誌
一
二
三
巻
一
号
、
同
二
号

　
　
　
　
　
「
富
士
通
半
導
体
上
告
審
判
決
に
つ
い
て
」
二
〇
〇
〇
年
九
月
、
経
済
産
業
調
査
会
、
特
許
ニ
ュ
ー
ス
一
、
〇
三
九
一
号

　
　
　
　
　
「
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
関
連
発
明
に
関
す
る
一
考
察
」
二
〇
〇
〇
年
八
月
、
経
済
産
業
調
査
会
、
特
許
ニ
ュ
ー
ス
一
〇
三
八
二
号
・

　
　
　
　
　
「
改
正
種
苗
法
の
概
要
」
一
九
九
九
年
五
月
、
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
、
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
年
報
二
二
号

　
　
　
　
　
「
知
的
財
産
法
関
係
の
最
高
裁
判
例
」
牧
野
利
秋
退
官
記
念
論
文
集
・
知
的
財
産
法
と
現
代
社
会
所
収
、
一
九
九
九
年
三
月
、
信
山
社

　
　
　
　
　
「
混
同
招
来
行
為
の
防
止
に
関
す
る
諸
問
題
」
一
九
九
八
年
五
月
、
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
、
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
年
報
二
一
号

　
　
　
　
　
「
商
品
形
態
の
商
標
登
録
」
紋
谷
暢
男
還
暦
記
念
論
文
集
・
知
的
財
産
権
法
の
現
代
的
課
題
所
収
、
一
九
九
八
年
三
月
、
発
明
協
会

，
　
　
　
　
「
特
許
プ
ー
ル
と
独
占
禁
止
法
ー
ば
ち
ん
こ
機
製
造
者
事
件
を
中
心
に
」
一
九
九
七
年
一
二
月
、
公
正
取
引
協
会
、
公
正
取
引
五
六

　
　
　
　
六
号

　
　
　
　
　
「
B
B
S
ア
ル
ミ
ホ
イ
ー
ル
事
件
最
高
裁
判
決
」
一
九
九
七
年
九
月
、
有
斐
閣
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
＝
一
九
号

　
　
　
　
　
「
商
品
等
表
示
の
周
知
性
と
著
名
性
の
異
同
」
牧
野
利
秋
編
・
知
的
財
産
権
関
係
訴
訟
（
裁
判
実
務
大
系
二
八
巻
）
所
収
、
一
九
九
七
年

　
　
　
　
六
月
、
青
林
書
院

　
　
　
　
　
　
　
渋
谷
達
紀
　
教
授
主
要
著
作
目
録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
法
四
十
四
－
二
）
　
　
　
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

「
商
品
形
態
の
模
倣
禁
止
」
F
・
K
・
バ
イ
ヤ
ー
古
稀
記
念
論
文
集
・
知
的
財
産
と
競
争
法
の
理
論
所
収
、
一
九
九
六
年
四
月
、
第
一
法

規
出
版

「
特
許
品
の
並
行
輸
入
」
一
九
九
五
年
一
二
月
、
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
、
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
年
報
一
九
号

「
著
名
表
示
冒
用
行
為
に
対
す
る
不
正
競
争
防
止
法
上
の
規
制
」
鴻
常
夫
古
希
記
念
論
文
集
・
九
〇
年
代
企
業
立
法
の
動
向
所
収
、
一
九

九
五
年
六
月
、
有
斐
閣

「
O
霧
』
碧
①
巳
。
。
合
Φ
↑
目
盲
b
知
昌
一
。
。
合
Φ
昌
乞
胃
雪
N
Φ
戸
合
Φ
自
。
。
江
」
O
器
輪
碧
p
巳
゜
。
合
Φ
一
日
㌣
b
p
巳
゜
。
各
巴
印
①
。
茸
所
収
、
一
九
九
四
年

一
二
月
、
ド
イ
ツ
日
本
研
究
所

「
特
許
品
の
並
行
輸
入
に
つ
い
て
（
上
）
（
下
）
」
一
九
九
四
年
＝
月
、
通
商
産
業
調
査
会
、
特
許
ニ
ュ
ー
ス
八
九
六
三
号
、
同
八
九
六

七
号「

特
許
と
独
占
禁
止
法
」
正
田
彬
還
暦
記
念
論
文
集
・
国
際
化
時
代
の
独
占
禁
止
法
の
課
題
所
収
、
一
九
九
三
年
一
〇
月
、
日
本
評
論
社

「
営
業
秘
密
の
保
護
－
不
正
競
争
防
止
法
の
解
釈
を
中
心
と
し
て
」
一
九
九
三
年
二
月
、
法
曹
会
、
法
曹
時
報
四
五
巻
二
号

「
財
産
的
成
果
の
模
倣
盗
用
行
為
と
判
例
理
論
」
一
九
九
二
年
＝
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
一
四
三
〇
号

「
周
知
性
の
地
域
的
範
囲
」
小
野
昌
延
還
暦
記
念
論
文
集
・
判
例
不
正
競
業
法
所
収
、
一
九
九
二
年
六
月
、
発
明
協
会

「
登
録
商
標
の
類
似
範
囲
」
一
九
九
二
年
三
月
、
特
許
庁
、
特
許
研
究
＝
二
号

「
特
許
と
独
占
禁
止
法
」
一
九
九
一
年
八
月
、
弁
理
士
会
、
パ
テ
ン
ト
四
四
巻
八
号

「
商
品
の
小
分
け
と
商
標
権
の
侵
害
」
村
林
隆
一
還
暦
記
念
論
文
集
・
判
例
商
標
法
所
収
、
一
九
九
一
年
一
月
、
発
明
協
会

「
共
同
研
究
開
発
と
独
占
禁
止
法
上
の
問
題
点
」
一
九
九
〇
年
七
月
、
公
正
取
引
協
会
、
公
正
取
引
四
七
七
号

「
登
録
商
標
の
サ
ー
ビ
ス
・
マ
ー
ク
的
使
用
」
一
九
九
〇
年
五
月
、
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
、
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
年
報
＝
二
号



「
商
業
登
記
」
田
村
諄
之
輔
羽
平
出
慶
道
編
・
現
代
法
講
義
（
商
法
総
則
・
商
行
為
法
）
所
収
、
一
九
九
〇
年
四
月
、
青
林
書
院

「
商
業
帳
簿
」
田
村
諄
之
輔
1
1
平
出
慶
道
編
・
現
代
法
講
義
ら
商
法
総
則
・
商
行
為
法
）
所
収
、
一
九
九
〇
年
四
月
、
青
林
書
院

「
技
術
取
引
契
約
に
関
す
る
運
用
基
準
に
つ
い
て
」
一
九
八
九
年
一
〇
月
、
経
済
法
学
会
、
経
済
法
学
会
年
報
一
〇
号

「
技
術
取
引
と
独
占
禁
止
法
」
一
九
八
九
年
六
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
三
六
号

「
西
ド
イ
ッ
法
に
お
け
る
企
業
秘
密
の
保
護
」
一
九
八
九
年
六
月
、
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
、
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
年
報
一
二
号

「
技
術
取
引
契
約
に
関
す
る
新
運
用
基
準
に
つ
い
て
（
一
）
ー
（
六
）
」
一
九
八
九
年
四
月
～
六
月
、
通
商
産
業
調
査
会
、
特
許
ニ
ュ
ー
ス
七

五
八
九
号
、
同
七
五
九
九
号
、
同
七
六
〇
九
号
、
同
七
六
一
六
号
、
同
七
六
三
一
号
、
同
七
六
四
八
号

「
ブ
ラ
ン
ド
の
保
護
と
並
行
輸
入
」
紋
谷
暢
男
編
・
知
的
所
有
権
と
は
何
か
所
収
、
一
九
八
九
年
四
月
、
有
斐
閣

「
企
業
秘
密
侵
害
行
為
の
諸
類
型
と
判
例
の
対
応
」
一
九
八
九
年
三
月
、
特
許
庁
、
特
許
研
究
七
号

「
米
国
関
税
法
と
並
行
輸
入
の
限
界
　
　
K
マ
ー
ト
社
事
件
米
国
連
邦
最
高
裁
判
所
判
決
の
意
義
」
一
九
八
八
年
一
〇
月
、
公
正
取
引

協
会
、
公
正
取
引
四
五
六
号

「
技
術
取
引
等
研
究
会
中
間
報
告
書
に
お
け
る
独
占
禁
止
法
二
三
条
の
解
釈
等
に
つ
い
て
」
一
九
八
八
年
一
一
月
、
発
明
協
会
、
発
明
八

五
巻
＝
号

「
技
術
取
引
に
対
す
る
公
正
取
引
委
員
会
規
制
の
動
向
（
上
）
（
下
）
」
一
九
八
八
年
九
月
、
通
商
産
業
調
査
会
、
特
許
ニ
ュ
ー
ス
七
四
五

七
号
、
同
七
四
五
八
号

「
登
録
商
標
の
出
所
表
示
機
能
－
並
行
輸
入
と
の
関
連
に
お
い
て
」
一
九
八
八
年
六
月
、
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
、
日
本
工
業
所

有
権
法
学
会
年
報
＝
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

「
広
告
・
表
示
の
規
制
」
加
藤
一
郎
目
竹
内
昭
未
編
・
消
費
者
法
講
座
四
巻
所
収
、
一
九
八
八
年
四
月
、
日
本
評
論
社

　
　
　
渋
谷
達
紀
　
教
授
主
要
著
作
目
録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
法
四
十
四
ー
二
）
　
　
　
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

「
技
術
導
入
契
約
認
定
基
準
に
関
す
る
一
考
察
三
）
（
二
）
」
一
九
八
七
年
一
二
月
、
一
九
八
八
年
一
月
、
公
正
取
引
協
会
、
公
正
取
引
四

四
六
号
、
同
四
四
七
号

「
商
標
品
の
並
行
輸
入
に
対
す
る
警
告
行
為
に
つ
い
て
」
一
九
八
七
年
九
月
、
〉
弓
四
日
本
部
会
、
〉
弓
勺
一
ロ
巳
一
Φ
註
口
一
五
号

「
商
標
品
の
並
行
輸
入
に
関
す
る
米
国
・
西
ド
イ
ッ
・
E
C
の
判
例
（
一
）
（
二
）
」
一
九
八
七
年
一
〇
月
、
同
＝
月
、
有
斐
閣
、
民
商
法

雑
誌
九
七
巻
一
号
、
同
二
号

「
特
許
お
よ
び
ノ
ゥ
・
ハ
ウ
に
対
す
る
西
ド
イ
ッ
競
争
制
限
禁
止
法
上
の
規
制
（
一
）
（
二
）
」
一
九
八
六
年
八
月
、
同
九
月
、
有
斐
閣
、
民

商
法
雑
誌
九
四
巻
五
号
、
同
六
号

「
不
正
競
争
防
止
法
－
一
般
不
法
行
為
法
に
よ
る
補
完
」
一
九
八
六
年
三
月
、
有
斐
閣
、
民
商
法
雑
誌
創
刊
五
〇
周
年
記
念
論
集

「
商
標
ラ
イ
セ
ン
ス
と
独
占
禁
止
法
」
一
九
八
六
年
一
月
、
特
許
庁
、
特
許
研
究
創
刊
号

「
医
薬
特
許
の
期
間
回
復
問
題
」
一
九
八
五
年
四
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
三
四
号

「
ラ
コ
ス
テ
商
標
事
件
の
意
義
と
問
題
点
」
一
九
八
五
年
二
月
、
公
正
取
引
協
会
、
公
正
取
引
四
一
二
号

「
藤
田
画
伯
事
件
の
意
義
と
問
題
点
」
一
九
八
五
年
一
月
、
有
斐
閣
ベ
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
二
八
号

「
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
」
鴻
常
夫
1
1
北
沢
正
啓
編
・
演
習
商
法
（
手
形
・
小
切
手
）
所
収
、
一
九
八
四
年
七
月
、
青
林
書
院
新
社

「
広
告
契
約
」
遠
藤
浩
‖
林
良
平
‖
水
本
浩
編
・
現
代
契
約
法
大
系
七
巻
所
収
、
一
九
八
四
年
三
月
、
有
斐
閣

「
企
業
の
譲
渡
と
担
保
化
」
竹
内
昭
夫
‖
龍
田
節
編
・
現
代
企
業
法
講
座
一
巻
所
収
、
一
九
八
四
年
＝
月
、
東
京
大
学
出
版
会

「
E
C
委
員
会
の
特
許
ラ
イ
セ
ン
ス
適
用
除
外
規
則
に
つ
い
て
」
一
九
八
四
年
一
二
月
、
公
正
取
引
協
会
、
公
正
取
引
四
一
〇
号

「
米
国
特
許
期
間
回
復
法
」
一
九
八
四
年
一
〇
月
、
通
商
産
業
調
査
会
、
特
許
ニ
ュ
ー
ス
六
五
〇
四
号

「
比
較
広
告
（
一
）
（
二
）
」
一
九
八
三
年
四
月
、
同
五
月
、
有
斐
閣
、
民
商
法
雑
誌
八
八
巻
一
号
、
同
二
号



「
不
正
競
争
防
止
訴
訟
の
当
事
者
」
一
九
八
三
年
六
月
、
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
、
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
年
報
六
号

「
特
許
と
独
占
禁
止
法
－
藤
沢
薬
品
工
業
（
株
）
等
に
対
す
る
警
告
事
件
を
中
心
に
」
一
九
八
二
年
九
月
、
公
正
取
引
協
会
、
公
正

取
引
三
八
三
号

「
企
業
秘
密
漏
示
罪
に
つ
い
・
て
ー
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
刑
事
的
保
護
」
一
九
八
二
年
四
月
、
通
商
産
業
調
査
会
、
特
許
ニ
ュ
ー
ス
五
八
七

八
号
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
・

弓
g
巴
艮
旨
古
§
才
Φ
閲
Φ
σ
q
已
匡
。
ご
こ
巳
・
・
§
」
§
一
弓
§
°
・
置
。
⌒
弓
・
。
す
邑
・
四
一
・
」
§
目
国
き
b
§
g
巴
一
・
§
巴

印
o
b
隅
身
印
①
己
①
≦
声
⑩
゜
。
N
Z
o
°
」
一
九
八
二
年
一
月

「
重
複
登
録
商
標
間
の
権
利
調
整
」
一
九
八
一
年
六
月
、
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
、
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
年
報
四
号

「
工
業
所
有
権
と
取
引
制
限
」
丹
宗
暁
信
‖
厚
谷
裏
児
編
・
現
代
経
済
法
入
門
所
収
、
一
九
八
一
年
四
月
、
法
律
文
化
社

「
登
録
商
標
の
保
護
範
囲
　
　
豊
崎
説
を
中
心
と
し
て
」
豊
崎
光
衛
追
悼
論
文
集
・
無
体
財
産
法
と
商
事
法
の
諸
問
題
所
収
、
　
一
九
八

一
年
＝
月
、
有
斐
閣
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

「
特
許
と
独
占
禁
止
法
ー
ヤ
ク
ル
ト
本
社
事
件
を
中
心
に
」
一
九
八
〇
年
一
〇
月
、
公
正
取
引
協
会
、
公
正
取
引
三
六
〇
号

「
特
許
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
対
す
る
E
C
独
禁
法
の
一
括
適
用
除
外
規
則
草
案
に
つ
い
て
」
一
九
八
〇
年
三
月
、
公
正
取
引
協
会
、
公
正

取
引
三
五
三
号

「
特
許
法
学
と
基
礎
理
論
」
一
九
八
〇
年
一
月
、
通
商
産
業
調
査
会
、
特
許
ニ
ュ
．
ー
ス
五
三
一
五
号

「
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
不
正
競
争
防
止
法
の
改
正
問
題
」
一
九
七
九
年
六
月
、
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
、
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
年

報
二
号
　
－

「
発
起
人
の
資
本
充
実
責
任
と
設
立
の
無
効
」
ジ
ュ
ー
リ
ス
ト
増
刊
商
法
の
争
点
所
収
、
一
九
七
八
年
一
二
月
、
有
斐
閣

　
　
　
渋
谷
達
紀
　
教
授
主
要
著
作
目
録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
（
都
法
四
十
四
ー
二
）
　
　
－
七

、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

「
不
当
表
示
に
関
す
る
法
規
制
（
一
）
（
二
）
」
一
九
七
八
年
一
〇
月
、
同
＝
月
、
日
本
法
務
士
会
、
経
営
法
務
昭
和
五
三
年
一
〇
月
号
、

同
＝
月
号

「
西
ド
イ
ッ
不
正
競
争
防
止
法
改
正
案
に
つ
い
て
（
一
）
ー
（
三
）
」
一
九
七
八
年
八
月
、
同
九
月
、
同
一
〇
月
、
通
商
産
業
調
査
会
、
特
許

ニ
ュ
ー
ス
四
九
八
二
号
、
同
四
九
九
二
号
、
同
五
〇
一
〇
号

「
E
C
市
場
に
お
け
る
内
国
工
業
所
有
権
の
行
使
」
一
九
七
八
年
二
月
、
東
京
都
立
大
学
法
学
部
、
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
一
八
巻

一
・
二
号
合
併
号

「
ロ
ー
マ
条
約
八
五
条
と
排
他
的
パ
テ
ン
ト
・
ラ
イ
セ
ン
ス
（
一
）
ー
（
四
）
」
一
九
七
八
年
一
月
、
同
二
月
、
同
三
月
、
通
商
産
業
調
査
会
、

特
許
ニ
ュ
ー
ス
四
八
三
四
号
、
同
四
八
四
四
号
、
同
四
八
五
四
号
、
同
四
八
六
四
号

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
に
お
け
る
不
正
競
争
防
止
法
の
統
一
作
業
（
一
）
（
二
）
」
一
九
七
七
年
二
月
、
通
商
産
業
調
査
会
、
特
許
ニ
ュ
ー

ス
四
七
九
二
号
、
同
四
七
九
六
号

「
E
C
市
場
に
お
け
る
内
国
工
業
所
有
権
の
行
使
（
一
）
ー
（
九
）
」
一
九
七
七
年
一
〇
月
～
一
九
七
八
年
二
月
、
通
商
産
業
調
査
会
、
特
許

ニ
ュ
ー
ス
四
七
六
〇
号
、
同
四
七
六
九
号
、
同
四
七
七
九
号
、
同
四
七
八
八
号
、
同
四
八
〇
二
号
、
同
四
八
一
二
号
、
同
四
八
二
六
号
、

同
四
八
三
六
号
、
同
四
八
四
九
号

「
技
術
集
中
と
法
」
正
田
彬
編
著
・
法
と
経
済
社
会
所
収
、
一
九
七
五
年
一
二
月
、
日
本
放
送
協
会

「
ア
メ
リ
カ
法
の
潮
流
（
無
体
財
産
）
」
一
九
七
五
年
八
月
、
日
米
法
学
会
、
ア
メ
リ
カ
法
」
⑩
ま
ー
」

「
発
明
の
未
完
成
を
理
由
と
す
る
出
願
拒
絶
」
一
九
七
五
年
二
月
、
通
商
産
業
調
査
会
、
特
許
ニ
ュ
ー
ス
四
＝
○
号

「
資
本
参
加
」
長
浜
洋
一
‖
平
出
慶
道
編
・
会
社
法
を
学
ぶ
所
収
、
一
九
七
五
年
五
月
、
有
斐
閣

「
独
占
禁
止
法
二
三
条
の
解
釈
に
関
す
る
一
考
察
」
一
九
七
五
年
五
月
、
通
商
産
業
調
査
会
、
特
許
ニ
ュ
ー
ス
四
一
七
五
号



　
　
　
「
特
許
制
度
と
競
争
政
策
」
鈴
木
竹
雄
古
希
記
念
論
文
集
・
現
代
商
法
学
の
課
題
（
上
）
所
収
、
一
九
七
五
年
四
月
、
有
斐
閣

　
　
「
非
顕
名
で
な
さ
れ
た
商
事
代
理
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
法
学
教
室
〈
第
二
期
〉
四
巻
所
収
、
一
九
七
四
年
三
月
、
有
斐
閣

、
　
　
「
悪
意
の
抗
弁
」
鈴
木
竹
雄
H
大
隅
健
一
郎
ほ
か
編
・
新
商
法
演
習
3
（
手
形
・
小
切
手
）
所
収
、
一
九
七
四
年
一
〇
月
、
有
斐
閣

　
　
　
「
グ
ラ
ン
ト
・
バ
ッ
ク
条
項
（
一
）
ー
（
六
）
」
一
九
七
四
年
九
月
～
一
〇
月
、
通
商
産
業
調
査
会
、
．
特
許
ニ
ュ
L
ス
四
〇
〇
六
号
、
同
四
〇

　
　
＝
号
、
同
四
〇
，
一
六
号
、
同
四
〇
一
、
一
二
号
、
同
四
〇
二
六
号
、
同
四
〇
三
一
号

　
　
　
「
特
許
制
度
の
経
済
的
機
能
」
石
井
照
久
追
悼
論
文
集
・
商
事
法
の
諸
問
題
所
収
、
一
九
七
四
年
七
月
、
有
斐
閣

　
　
　
「
特
許
権
と
独
占
禁
止
法
」
一
九
七
四
年
一
月
、
通
商
産
業
調
査
会
、
特
許
ニ
ュ
ー
ス
三
八
〇
六
号

　
　
　
「
商
業
登
記
の
存
在
意
義
と
具
体
的
効
果
」
谷
川
久
1
1
龍
田
節
編
・
商
法
を
学
ぶ
所
収
、
一
九
七
三
年
一
二
月
、
有
斐
閣

　
　
　
「
先
使
用
権
の
保
護
」
一
九
七
三
年
一
〇
月
、
日
本
私
法
学
会
、
私
法
三
五
号

　
　
　
「
国
際
経
済
と
競
争
政
策
に
関
す
る
東
京
国
際
会
議
」
一
九
七
三
年
一
〇
月
、
商
事
法
務
研
究
会
、
商
事
法
務
六
四
六
号

　
　
　
「
企
業
間
の
自
由
競
争
の
限
界
」
乾
昭
三
1
1
平
井
宜
雄
編
・
企
業
責
任
所
収
＼
一
九
七
三
年
七
月
、
有
斐
閣

　
　
　
「
商
標
保
護
法
制
に
お
け
る
使
用
と
登
録
（
一
）
ー
（
六
）
」
一
九
七
一
年
一
月
～
一
九
七
二
年
六
月
、
東
京
大
学
法
学
部
、
法
学
協
会
雑
誌

　
　
八
八
巻
一
号
、
同
三
号
、
同
九
・
一
〇
合
併
号
、
同
一
一
・
一
二
合
併
号
、
同
八
九
巻
五
号
、
同
六
号

　
　
　
「
特
許
実
施
許
諾
契
約
に
お
け
る
実
施
権
者
の
実
施
義
務
と
契
約
の
法
律
的
性
質
」
一
九
六
八
年
二
月
、
東
京
大
学
法
学
部
、
法
学
協
会

　
　
雑
誌
八
五
巻
二
号

判
例
評
釈

「
言
語
の
著
作
物
に
お
け
る
翻
案
の
意
義
」
二
〇
〇
二
年
三
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
一
七
七
〇
号

　
　
　
渋
谷
達
紀
　
教
授
主
要
著
作
目
録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
法
四
十
四
ー
二
）
　
　
　
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

「
勤
務
規
則
に
基
づ
き
支
払
わ
れ
た
職
務
発
明
の
対
価
に
つ
き
不
足
額
の
支
払
い
が
命
じ
ら
れ
た
事
例
」
二
〇
〇
二
年
二
月
、
発
明
協
会
、

発
明
九
九
巻
二
号

「
商
標
法
四
条
一
項
一
五
号
に
い
う
『
混
同
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
商
標
』
の
意
義
」
二
〇
〇
一
年
五
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報

一
七
四
〇
号

「
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
の
名
称
と
商
標
法
二
六
条
一
項
一
号
に
い
う
自
己
の
名
称
」
一
九
九
八
年
四
月
、
有
斐
閣
、
民
商
法
雑
誌

＝
八
巻
一
号

「
商
標
法
上
の
商
品
概
念
」
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
・
昭
和
六
二
年
度
商
事
判
例
研
究
所
収
、
一
九
九
七
年
四
月
、
有
斐
閣

「
化
粧
ク
リ
ー
ム
用
容
器
の
形
態
の
周
知
性
を
否
定
し
た
事
例
」
一
九
九
七
年
三
月
、
特
許
庁
、
特
許
研
究
二
三
号

「
家
電
の
シ
リ
ー
ズ
商
品
に
統
一
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
濃
紺
色
の
保
護
適
格
性
と
出
所
表
示
機
能
」
一
九
九
六
年
六
月
、
判
例
時
報
社
、

判
例
時
報
一
五
六
一
号

「
類
似
意
匠
の
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
が
先
願
の
他
人
の
意
匠
と
類
似
す
る
場
合
に
お
け
る
出
願
の
許
否
」
一
九
九
六
年
四
月
、
有
斐
閣
、

民
商
法
雑
誌
＝
四
巻
一
号

「
柿
の
葉
茶
の
商
標
の
類
否
判
断
に
お
い
て
、
『
柿
茶
』
は
商
品
の
普
通
名
称
等
を
意
味
す
る
か
ら
要
部
で
は
な
い
と
し
て
、
商
標
の
全

体
構
成
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
類
似
性
を
否
定
し
た
事
例
」
一
九
九
五
年
九
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
一
五
三
四
号

「
泥
砂
防
止
用
マ
ッ
ト
の
機
能
的
形
態
に
つ
き
混
同
防
止
の
た
め
に
適
切
な
手
段
が
と
ら
れ
て
い
た
と
し
て
、
そ
の
模
倣
を
許
し
た
事
例
」

一
九
九
五
年
九
月
、
発
明
協
会
、
発
明
九
二
巻
九
号

「
地
域
的
な
周
知
表
示
と
全
国
的
な
周
知
表
示
と
の
右
地
域
内
に
お
け
る
優
劣
」
一
九
九
五
号
六
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
六
九

号



　
　
二
体
構
造
の
保
持
器
を
採
用
し
た
無
限
摺
動
用
ボ
ー
ル
ス
プ
ラ
イ
ン
軸
受
の
特
許
発
明
と
保
持
器
を
分
割
構
造
と
し
た
製
品
と
の
間
に

、
　
均
等
性
を
認
め
特
許
権
の
侵
害
を
肯
定
し
た
事
例
」
一
九
九
五
年
五
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
一
五
二
一
号

　
　
「
不
正
競
争
防
止
法
上
周
知
表
示
と
し
て
保
護
さ
れ
る
商
品
の
形
態
」
一
九
九
四
年
一
〇
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
一
五
〇
〇
号

　
　
「
英
語
教
科
書
の
補
助
教
材
用
録
音
テ
ー
プ
の
無
断
製
作
販
売
」
一
九
九
四
年
九
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
〇
二
号

　
　
「
商
標
法
五
一
条
一
項
に
基
づ
く
商
標
登
録
取
消
審
判
請
求
と
信
義
則
」
’
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
・
昭
和
六
一
年
度
商
事
判
例
研
究
所

　
　
収
、
一
九
九
四
年
六
月
、
有
斐
閣

　
　
「
『
純
』
の
文
字
が
『
宝
焼
酎
』
の
文
字
等
と
一
体
と
し
て
使
用
さ
れ
、
『
純
』
の
み
で
独
立
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、

　
　
指
定
商
品
を
『
焼
酎
』
と
す
る
文
字
商
標
『
純
』
に
関
し
て
商
標
法
三
条
二
項
所
定
の
使
用
に
よ
る
識
別
性
の
取
得
が
否
定
さ
れ
た
事
例
」

　
　
一
九
九
四
年
五
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
一
四
八
五
号

　
　
「
『
ワ
ー
ル
ド
』
を
構
成
要
素
と
す
る
表
示
の
類
否
と
営
業
混
同
の
お
そ
れ
」
一
九
九
三
年
一
〇
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
一
四
六

　
　
七
号

　
　
「
化
粧
品
の
登
録
商
標
『
大
森
林
』
と
育
毛
剤
等
に
使
用
さ
れ
て
い
る
商
標
『
大
林
森
』
と
の
類
否
」
一
九
九
三
年
九
月
、
有
斐
閣
、
民

　
　
商
法
雑
誌
一
〇
八
巻
六
号

　
　
「
商
標
法
四
条
一
項
一
〇
号
所
定
の
周
知
商
標
に
は
、
主
と
し
て
外
国
で
商
標
と
し
て
使
用
さ
れ
、
そ
れ
が
わ
が
国
に
お
い
て
報
道
、
引

　
　
用
さ
れ
た
結
果
、
わ
が
国
に
お
い
て
周
知
と
な
っ
た
商
標
を
含
む
」
一
九
九
三
年
四
月
、
判
例
時
報
社
、
．
判
例
時
報
一
四
四
五
号

　
　
「
輸
入
総
代
理
店
に
よ
る
商
標
品
の
輸
入
販
売
行
為
が
輸
出
元
で
あ
る
外
国
会
社
の
先
使
用
権
の
範
囲
に
属
す
る
と
さ
れ
た
事
例
」
一
九

　
　
九
二
年
九
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
一
四
二
四
号

　
　
「
商
標
登
録
に
よ
り
生
じ
た
権
利
の
承
継
人
が
被
承
継
人
に
対
し
て
な
し
う
る
請
求
」
一
九
九
二
年
七
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇

　
　
　
　
　
渋
谷
達
紀
　
教
授
主
要
著
作
目
録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
（
都
法
四
十
四
⊥
一
）
　
　
一
一



一
二

〇
四
号

「
著
作
権
者
の
許
諾
を
得
て
漫
画
の
主
人
公
ポ
パ
イ
の
名
称
の
英
文
表
示
を
商
標
と
し
て
使
用
す
る
者
に
対
し
て
、
ポ
パ
イ
の
人
物
像
の

著
名
性
を
無
償
で
利
用
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
構
成
の
商
標
に
基
づ
き
登
録
商
標
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
権
利
の
濫
用
に
当
た
る
」

一
九
九
一
年
一
〇
月
、
東
京
大
学
法
学
部
、
法
学
協
会
雑
誌
一
〇
八
巻
一
〇
号

「
商
標
法
上
の
商
品
概
念
」
一
九
九
一
年
八
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
八
四
号

「
タ
イ
ル
用
エ
キ
ス
パ
ン
ジ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
金
具
に
関
す
る
標
章
『
ク
リ
ン
・
エ
キ
ス
パ
ン
カ
ナ
グ
』
の
使
用
を
も
っ
て
、
指
定
商
品

『
金
属
製
建
築
ま
た
は
構
築
専
用
材
料
』
に
関
す
る
登
録
商
標
『
ク
リ
ン
』
の
使
用
と
認
め
、
商
標
登
録
の
不
使
用
取
消
請
求
を
認
め
な

か
っ
た
事
例
」
一
九
九
一
年
七
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
＝
二
八
二
号

「
商
号
『
株
式
会
社
ア
ー
ル
・
エ
フ
・
ラ
ジ
オ
日
本
』
お
よ
び
そ
の
略
称
『
ラ
ジ
オ
日
本
』
が
商
号
『
株
式
会
社
ニ
ッ
ポ
ン
放
送
』
お
よ

び
そ
の
略
称
『
ニ
ッ
ポ
ン
放
送
』
と
類
似
し
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一
項
二
号
に
基
づ
く
請
求
が
棄
却
さ
れ

た
事
例
」
一
九
九
一
年
三
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
＝
二
七
三
号

「
商
標
登
録
出
願
時
に
存
在
し
な
か
っ
た
会
社
に
商
標
登
録
無
効
審
判
請
求
の
利
益
を
認
め
た
事
例
」
一
九
九
〇
年
一
〇
月
、
判
例
時
報

社
、
判
例
時
報
二
二
五
五
号

「
発
明
の
公
開
特
許
公
報
へ
の
掲
載
と
特
許
法
三
〇
条
一
項
に
い
う
刊
行
物
へ
の
発
表
」
一
九
九
〇
号
八
月
、
有
斐
閣
、
民
商
法
雑
誌
一

〇
二
巻
五
号

「
著
作
権
法
四
七
条
所
定
の
小
冊
子
の
意
義
」
一
九
九
〇
年
四
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
＝
二
一
二
七
号

「
飲
食
店
の
看
板
に
他
人
の
登
録
商
標
を
表
示
す
る
行
為
は
商
標
権
を
侵
害
す
る
か
」
一
九
九
〇
年
四
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
五

三
号



「
差
止
対
象
標
章
の
特
定
方
法
」
一
九
八
九
年
一
二
月
、
日
本
特
許
協
会
、
特
許
管
理
三
九
巻
一
二
号

「
写
植
用
文
字
書
体
の
著
作
物
性
」
一
九
八
九
年
一
二
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
一
三
二
四
号

「
ぬ
い
ぐ
る
み
人
形
劇
の
公
演
の
た
め
の
ポ
ス
タ
ー
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
劇
場
入
場
券
は
、
商
標
法
上
の
商
品
と
は

い
え
な
い
」
一
九
八
九
年
九
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
＝
二
一
五
号

「
商
標
登
録
出
願
人
名
義
変
更
の
請
求
の
内
容
」
ジ
ュ
リ
ス
ド
昭
和
六
三
年
度
重
要
判
例
解
説
所
収
、
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
六
月

「
商
品
表
示
が
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一
項
一
号
の
周
知
性
を
具
備
す
べ
き
時
点
」
一
九
八
九
年
五
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
＝
二

〇
三
号

「
商
標
登
録
出
願
に
よ
り
生
じ
た
権
利
の
移
転
を
特
許
庁
長
官
に
届
け
出
る
前
に
、
権
利
の
承
継
人
が
被
承
継
人
に
対
し
て
な
し
う
る
請

求
の
内
容
」
一
九
八
九
年
一
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
一
二
九
一
号

「
事
業
協
同
組
合
の
営
業
者
性
－
組
合
員
の
製
造
に
か
か
る
商
品
を
組
合
名
義
で
販
売
す
る
事
業
協
同
組
合
の
場
合
」
　
一
九
八
八
年

一
一
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
二
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

「
写
植
植
字
機
の
文
字
盤
に
つ
い
て
形
態
周
知
の
主
張
を
認
め
、
，
同
一
形
態
の
文
字
盤
の
製
造
販
売
を
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一
項
一
号

に
基
づ
き
禁
止
し
た
事
例
」
一
九
八
八
年
八
月
、
°
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
・
一
二
七
六
号

「
楽
器
の
販
売
促
進
用
に
無
償
交
付
さ
れ
る
T
シ
ャ
ツ
等
に
、
被
服
等
を
指
定
商
品
と
す
る
他
人
の
登
録
商
標
と
類
似
す
る
楽
器
の
登
録

商
標
を
使
用
す
る
行
為
は
、
被
服
等
の
登
録
商
標
権
を
侵
害
し
な
い
と
し
た
事
例
」
一
九
八
八
年
六
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
一
二

六
九
号

「
特
許
権
侵
害
を
理
由
と
し
て
、
農
薬
登
録
申
請
の
た
め
に
す
る
除
草
剤
の
適
性
試
験
委
託
研
究
行
為
等
の
差
止
等
を
命
じ
た
事
例
」
一

九
八
八
年
三
月
、
発
明
協
会
、
発
明
八
五
巻
三
号

　
　
　
渋
谷
達
紀
　
教
授
主
要
著
作
目
録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
法
四
十
四
ー
二
）
　
　
＝
二



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

「
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一
項
一
号
に
基
づ
き
、
か
に
料
理
専
門
店
の
店
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
大
き
な
動
く
か
に
を
模
し
た
看
板
の
使
用
の

差
止
お
よ
び
撤
去
を
命
じ
た
事
例
」
一
九
八
八
年
一
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
一
二
五
三
号

「
内
外
の
商
標
権
者
間
に
資
本
関
係
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
ラ
イ
セ
ン
゜
ス
商
標
品
の
輸
入
」
一
九
八
七
年
一
二
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス

ト
八
九
八
号

「
石
油
小
売
業
者
が
再
販
売
価
格
維
持
契
約
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
、
石
油
供
給
契
約
の
履
行
を
拒
絶
し
た
卸
売
業
者
は
債
務
不
履

行
責
任
を
負
わ
な
い
と
し
た
事
例
」
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
・
昭
和
四
二
年
度
商
事
判
例
研
究
所
収
、
一
九
八
七
年
四
月
、
有
斐
閣

「
商
標
法
五
一
条
一
項
に
基
づ
く
商
標
登
録
取
消
審
判
請
求
と
信
義
則
」
一
九
八
七
年
九
月
、
特
許
庁
、
特
許
研
究
四
号

「
商
標
法
五
一
条
一
項
に
基
づ
く
商
標
登
録
取
消
審
判
請
求
と
信
義
則
」
一
九
八
七
年
八
月
、
有
斐
閣
、
民
商
法
雑
誌
九
六
巻
五
号

「
商
標
法
四
条
一
項
一
〇
号
に
い
う
『
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
商
標
』
の
意
義
」
一
九
八
七
年
二
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ

ス
ト
八
七
八
号

「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
名
称
表
示
等
に
つ
い
て
は
登
録
商
標
権
の
侵
害
を
肯
定
し
た
が
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
画
像
と
名
称
表
示
を
組
み
合
わ

せ
た
標
章
に
つ
い
て
は
、
先
行
著
作
物
の
複
製
に
当
た
る
と
し
て
商
標
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
と
解
し
た
商
標
法
二
九
条
の
適
用
事
例
」

一
九
八
六
年
九
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
＝
九
八
号

「
不
使
用
取
消
審
判
と
商
品
の
区
分
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
昭
和
六
〇
年
度
重
要
判
例
解
説
所
収
、
一
九
八
六
年
五
月
、
有
斐
閣

「
行
為
の
客
観
的
不
当
性
に
基
づ
く
広
義
の
混
同
の
お
そ
れ
の
認
定
」
一
九
八
六
年
二
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
五
三
号

「
雑
誌
広
告
を
美
術
の
著
作
物
と
認
め
た
事
例
」
一
九
八
五
年
＝
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
＝
六
三
号

「
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
手
続
の
補
正
が
で
き
な
い
時
期
に
至
っ
て
な
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
指
定
商
品
の
一
部
放
棄
の
効
力
の
有
無
」
一

九
八
五
年
一
〇
月
、
有
斐
閣
、
民
商
法
雑
誌
九
三
巻
一
号



　
　
　
「
『
ジ
ョ
ー
ジ
ア
』
は
紅
茶
、
コ
ー
ヒ
ー
、
コ
コ
ア
、
コ
ー
ヒ
ー
飲
料
、
コ
コ
ァ
飲
料
の
地
理
的
出
所
表
示
に
す
ぎ
な
い
か
」
　
一
九
八
五

　
　
　
年
一
〇
月
、
発
明
協
会
、
発
明
八
二
巻
一
〇
号

　
　
’
「
類
似
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
類
似
意
匠
が
本
意
匠
に
類
似
す
る
と
同
時
に
本
意
匠
登
録
出
願
後
類
似
意
匠
登
録
出
願
前
に
出
願
さ
れ
た

　
　
　
引
用
意
匠
に
も
類
似
す
る
場
合
に
お
い
て
、
引
用
意
匠
が
本
意
匠
に
類
似
す
る
と
き
に
は
、
意
匠
法
一
〇
条
一
項
に
よ
り
類
似
意
匠
登
録

　
　
　
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
一
九
八
五
号
七
月
パ
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
＝
五
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
「
請
求
者
の
商
品
表
示
と
し
て
の
周
知
性
」
一
九
八
五
年
五
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
三
六
号

　
　
　
「
商
品
表
示
と
し
て
の
単
位
図
柄
と
全
面
柄
模
様
と
の
類
似
性
」
一
九
八
五
年
二
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
一
＝
三
ハ
号

　
　
　
「
表
示
と
し
て
素
朴
な
統
一
的
把
握
を
可
能
と
す
る
表
現
能
力
を
具
え
て
い
る
と
き
は
、
商
品
の
形
態
自
体
も
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一

　
　
　
項
一
号
に
い
う
『
他
人
ノ
営
業
タ
ル
コ
ド
ヲ
示
ス
表
示
』
と
認
あ
ら
れ
る
」
一
九
八
四
年
＝
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
＝
二
六

　
　
　
号

　
　
　
「
不
正
競
争
防
止
法
上
の
営
業
表
示
の
類
似
性
」
一
九
八
四
年
＝
月
、
有
斐
閣
、
民
商
法
雑
誌
九
一
巻
一
号

　
　
　
「
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
頭
部
の
構
造
に
関
す
る
減
縮
的
補
正
が
ク
レ
ー
ム
を
実
質
上
変
更
す
る
も
の
と
さ
れ
た
事
例
」
一
九
八
四
年
五
月
、

　
　
　
発
明
協
会
、
発
明
八
一
巻
五
号

　
　
　
「
い
わ
ゆ
る
子
会
社
で
な
く
な
っ
た
会
社
に
対
す
る
商
号
使
用
差
止
請
求
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」
一
、
九
八
四
年
八
月
、
日
本
特
許
協
会
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
特
許
管
理
三
四
巻
八
号

・
　
　
「
無
効
審
判
の
除
斥
期
間
経
過
後
に
お
け
る
無
効
理
由
の
追
加
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
昭
和
五
八
年
度
重
要
判
例
解
説
所
収
、
一
九
八
四
年
六
月
、
、

　
　
　
有
斐
閣

　
　
　
「
不
正
競
争
防
止
法
上
の
営
業
表
示
の
類
似
性
に
つ
い
て
の
判
断
基
準
」
一
九
八
四
年
五
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
＝
〇
八
号

　
　
　
　
　
　
渋
谷
達
紀
　
教
授
主
要
著
作
目
録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
法
四
十
四
ー
二
）
　
　
一
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

「
限
定
条
件
の
付
加
補
正
に
よ
る
実
用
新
案
登
録
請
求
範
囲
の
実
質
上
の
変
更
」
一
九
八
四
年
五
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
一
四
号

「
異
議
申
立
人
の
地
位
の
承
継
の
可
否
」
一
九
八
三
年
七
月
、
発
明
協
会
、
発
明
八
〇
巻
七
号

「
『
株
式
会
社
内
外
タ
イ
ム
ス
』
の
営
業
を
引
き
継
い
だ
『
内
外
タ
イ
ム
ス
株
式
会
社
』
に
つ
き
商
法
二
六
条
の
商
号
続
用
に
も
と
つ
く

営
業
譲
受
人
の
責
任
を
認
め
た
事
例
」
一
九
八
三
年
八
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
九
六
号

「
熱
せ
ら
れ
た
砂
の
流
動
層
中
に
塵
埃
を
投
入
し
て
行
う
都
市
ご
み
の
焼
却
・
分
別
処
理
に
関
す
る
発
明
に
つ
き
進
歩
性
を
認
め
た
事
例
」

一
九
八
三
年
六
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
一
〇
七
三
号

「
指
定
商
品
中
の
『
他
類
に
属
せ
ざ
る
家
畜
及
び
家
禽
の
合
成
飼
料
』
が
引
用
商
標
の
指
定
商
品
の
一
部
で
あ
る
『
薬
剤
』
と
抵
触
も
し

く
は
類
似
す
る
と
さ
れ
た
事
例
」
一
九
八
三
年
四
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
一
〇
六
七
号

「
考
案
の
技
術
的
範
囲
に
属
す
る
か
否
か
の
判
断
に
当
た
り
製
造
方
法
の
相
違
を
考
慮
す
る
こ
と
の
可
否
」
一
九
八
二
年
九
月
、
東
京
大

学
法
学
部
、
法
学
協
会
雑
誌
九
九
巻
九
号

「
日
本
舞
踊
花
柳
流
か
ら
独
立
し
て
新
派
を
創
立
し
た
者
が
そ
の
事
業
表
示
と
し
て
『
花
柳
』
姓
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
不
正
競
争
防
止

法
二
条
一
項
三
号
前
段
の
『
自
己
ノ
氏
名
ヲ
善
意
二
使
用
ス
ル
行
為
』
に
当
た
る
と
し
て
、
同
人
か
ら
『
花
柳
』
姓
を
冠
し
た
芸
名
を
許

諾
さ
れ
た
門
弟
の
右
芸
名
の
使
用
が
適
法
で
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
」
一
九
八
二
年
九
月
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
一
〇
四
六
号

「
龍
渓
書
舎
復
刻
事
件
」
一
九
八
二
年
九
月
、
通
商
産
業
調
査
会
、
特
許
ニ
ュ
ー
ス
五
九
七
二
号

「
商
品
に
関
す
る
誤
報
に
つ
き
メ
ー
カ
ー
に
対
す
る
新
聞
社
の
不
法
行
為
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」
一
九
八
二
年
一
〇
月
、
有
斐
閣
、

ジ
ュ
リ
ス
ト
七
七
五
号

「
無
効
な
取
締
役
会
決
議
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
代
表
取
締
役
と
商
法
二
六
二
条
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
昭
和
五
六
年
度
主
要
判
例
解
説
所
収
、

一
九
八
二
年
九
月
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
社



　
　
「
異
議
申
立
人
の
地
位
の
承
継
の
可
否
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
昭
和
五
六
年
度
重
要
判
例
解
説
所
収
、
一
九
八
二
年
六
月
、
・
有
斐
閣

　
　
「
商
標
登
録
査
定
後
に
お
い
て
は
商
標
登
録
異
議
手
続
受
継
申
立
不
受
理
処
分
の
取
消
を
求
め
る
訴
の
利
益
は
失
わ
れ
る
」
一
九
八
二
年

　
　
五
月
、
、
判
例
時
報
社
、
判
例
時
報
一
〇
三
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
「
周
知
商
標
の
譲
渡
と
差
止
請
求
権
の
帰
属
」
一
九
八
二
年
四
月
、
日
本
特
許
協
会
、
特
許
管
理
三
二
巻
四
号

　
　
「
不
正
競
争
防
止
法
違
反
の
嫌
疑
に
よ
り
執
行
さ
れ
た
捜
索
差
押
後
に
被
疑
者
が
不
起
訴
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
国
家
賠
償
法
一
条
に

　
　
も
と
つ
く
損
害
賠
償
請
求
」
一
九
八
二
年
三
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
六
二
号

、
　
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
写
真
の
作
成
と
著
作
者
人
格
権
侵
害
の
要
件
－
引
用
の
意
義
」
一
九
八
一
年
＝
月
、
東
京
大
学
法
学
部
、
法
学

　
協
会
雑
誌
九
八
巻
＝
号
今

　
　
「
真
実
に
反
す
る
実
用
新
案
権
侵
害
の
警
告
行
為
に
つ
き
過
失
が
否
定
さ
れ
、
営
業
誹
誘
が
成
立
し
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」
一
九
八
一
年

、
　
一
〇
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
五
一
号

　
　
「
商
標
権
侵
害
と
損
害
額
の
推
定
」
一
九
八
一
年
四
月
、
日
本
特
許
協
会
、
特
許
管
理
三
一
巻
四
号

　
　
「
使
用
態
様
に
お
い
て
自
他
商
品
識
別
機
能
を
営
ま
な
い
標
章
に
対
し
て
は
商
標
権
の
効
力
は
及
ば
な
い
　
　
事
業
の
正
当
承
継
人
間

　
　
の
表
示
使
用
に
関
す
る
争
い
と
不
正
競
争
防
止
法
」
一
九
八
一
年
三
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
三
五
号

　
　
「
知
ら
な
い
間
に
取
締
役
就
任
登
記
を
な
さ
れ
た
者
と
商
法
二
六
六
条
ノ
三
の
責
任
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
昭
和
五
五
年
度
主
要
判
例
解
説
所

　
収
、
一
九
八
一
年
六
月
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
社

　
　
「
登
録
商
標
ど
同
一
ま
た
は
類
似
の
商
標
が
使
用
さ
れ
て
い
て
も
自
他
商
品
の
識
別
標
識
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
態
様
で
使
用
さ
れ
て

　
　
い
る
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
商
標
権
者
は
当
該
商
標
の
使
用
を
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
事
例
」
一
九
八
一
年
四
月
、
、
判

　
例
時
報
社
、
判
例
時
報
九
九
二
号

　
　
　
　
渋
谷
達
紀
　
教
授
主
要
著
作
目
録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
法
四
十
四
ー
二
）
　
　
一
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

「
抗
拒
不
能
の
状
態
で
な
し
た
手
形
行
為
の
不
成
立
な
い
し
無
効
－
営
業
的
金
銭
無
尽
の
商
行
為
性
」
　
一
九
八
〇
年
＝
月
、
有
斐

閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
二
八
号

「
株
券
返
還
債
務
の
履
行
不
能
後
の
価
格
騰
貴
－
新
株
引
受
権
喪
失
と
損
害
賠
償
額
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
昭
和
五
四
年
度
主
要
判
例
解

説
所
収
、
一
九
八
〇
年
六
月
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
社

「
称
呼
お
よ
び
観
念
に
お
い
て
類
似
す
る
商
標
と
さ
れ
た
事
例
」
一
九
八
〇
年
五
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
一
六
号

「
連
帯
保
証
契
約
に
つ
き
無
権
代
理
行
為
の
追
認
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」
一
九
七
九
年
＝
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
九
七
号

「
遺
言
寄
付
行
為
と
抵
触
す
る
生
前
の
財
団
法
人
設
立
行
為
に
よ
っ
て
遺
言
が
撤
回
さ
れ
る
た
め
の
要
件
」
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
・

昭
和
四
〇
年
度
商
事
判
例
研
究
所
収
、
一
九
七
九
年
三
月
、
有
斐
閣

「
商
標
権
侵
害
を
構
成
す
る
商
標
の
使
用
」
一
九
七
九
年
一
月
、
日
本
特
許
協
会
、
特
許
管
理
二
九
巻
一
号

「
不
渡
届
に
。
珂
貝
戻
印
を
押
捺
す
る
こ
と
を
失
念
し
た
た
め
手
形
振
出
人
を
倒
産
さ
せ
た
持
出
銀
行
の
不
法
行
為
責
任
を
肯
定
し
た
事
例
」

一
九
七
八
年
一
二
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
八
〇
号

「
『
雷
お
こ
し
』
の
特
別
顕
著
性
」
一
九
七
八
年
四
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
六
一
号

「
特
許
権
を
侵
害
す
る
な
ど
と
広
告
し
た
こ
と
が
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一
項
六
号
に
い
う
虚
偽
の
事
実
を
陳
述
し
た
も
の
と
さ
れ
た
事

例
」
一
九
七
七
年
一
〇
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
四
九
号

「
乗
用
旅
客
自
動
車
協
会
が
定
め
た
運
転
者
異
動
防
止
に
関
す
る
業
者
間
協
定
と
会
員
会
社
所
属
運
転
者
の
職
業
選
択
の
自
由
」
一
九
七

五
年
三
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
八
三
号

「
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
表
示
の
不
正
競
争
防
止
法
に
よ
る
保
護
」
一
九
七
四
年
八
月
、
判
例
時
報

社
、
判
例
時
報
七
四
三
号



「
不
正
競
争
防
止
法
上
営
業
誹
誘
行
為
の
成
立
を
認
め
た
事
例
」
一
九
七
四
年
七
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
六
四
号

「
レ
コ
一
ド
会
社
と
歌
手
と
の
間
の
準
専
属
契
約
中
五
〇
〇
万
円
の
違
約
金
支
払
条
項
を
公
序
良
俗
違
反
を
理
由
と
し
て
無
効
乏
し
た
事

例
」
一
九
七
三
年
一
二
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
四
九
号

「
所
得
税
法
六
四
条
二
項
に
い
う
『
求
償
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
』
に
該
当
す
る
と
認
め
た
事
例
」
一
九

七
三
年
＝
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
四
七
号

「
岐
阜
商
工
信
用
組
合
事
件
」
一
九
七
三
年
七
月
、
公
正
取
引
協
会
、
公
正
取
引
二
七
三
号
　
　
　
　
、

「
旅
館
の
営
業
権
の
譲
渡
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
譲
渡
代
金
に
課
税
し
た
事
例
」
一
九
七
三
年
六
月
、
帝
国
地
方
行
政
学
会
、
税
理
一
六

巻
六
号
．

「
繊
維
国
際
協
定
－
東
洋
紡
他
四
社
事
件
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
昭
和
四
七
年
度
重
要
判
例
解
説
所
収
、
一
九
七
三
年
六
月
、
有
斐
閣

「
有
限
会
社
の
取
締
役
の
対
第
三
者
責
任
－
業
務
を
一
任
さ
れ
た
被
用
者
が
手
形
・
小
切
手
を
乱
発
し
た
事
例
」
一
九
七
’
三
年
四
月
、

有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
二
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
゜
　
　
－
　
　
　
　
－

「
両
建
預
金
方
式
に
よ
る
新
規
貸
付
契
約
が
成
立
し
た
旨
の
事
実
認
定
に
経
験
則
違
背
・
理
由
不
備
の
違
法
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
」
一

九
七
二
年
八
月
へ
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
一
二
号

「
旧
法
人
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
二
年
勅
令
一
＝
号
）
一
〇
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
租
税
法
律
主
義
に
反
し
な
い
」
一
九
七
二

年
七
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
．
一
〇
号

「
基
本
商
標
権
の
移
転
登
録
前
に
譲
渡
人
が
登
録
し
た
連
合
商
標
の
帰
属
」
東
京
大
学
商
法
研
究
会
編
・
昭
和
三
七
年
度
商
事
判
例
研
究

所
収
、
一
九
七
二
年
六
月
、
、
有
斐
閣
　
　
　
　
’
　
－

「
商
法
五
〇
四
条
但
書
と
本
人
．
代
理
人
側
か
ら
す
る
時
効
中
断
」
一
九
七
二
年
四
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
〇
二
号

　
　
　
渋
谷
達
紀
　
教
授
主
要
著
作
目
録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
法
四
十
四
ー
二
）
　
　
一
九



二
〇

「
熊
本
魚
市
場
事
件
」
一
九
七
一
年
九
月
、
公
正
取
引
協
会
、
公
正
取
引
二
五
一
号

「
乗
用
自
動
車
の
割
賦
購
入
代
価
の
う
ち
利
子
相
当
額
の
必
要
経
費
性
が
否
定
さ
れ
た
事
例
」
一
九
七
一
年
六
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス

ト
四
八
一
号

「
観
念
に
お
い
て
類
似
す
る
商
標
の
事
例
」
一
九
七
一
年
一
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
六
九
号

「
従
業
員
の
学
資
に
充
て
る
た
め
に
給
付
さ
れ
た
金
員
が
所
得
税
法
九
条
一
項
一
九
号
所
定
の
非
課
税
所
得
に
該
当
し
な
い
と
さ
れ
た
事

例
」
一
九
七
〇
年
＝
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
六
四
号

「
学
校
債
券
が
無
記
名
証
券
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
事
例
」
一
九
七
〇
年
一
〇
月
、
東
京
大
学
法
学
部
、
法
学
協
会
雑
誌
八
七
巻
九
・
一
〇

合
併
号

「
徳
島
県
毛
糸
小
売
組
合
連
合
会
事
件
」
一
九
七
〇
年
七
月
、
公
正
取
引
協
会
、
公
正
取
引
二
七
三
号

「
旧
商
標
法
二
条
一
項
一
〇
号
に
い
う
『
類
似
ノ
商
品
』
の
判
定
」
一
九
七
〇
年
一
月
、
東
京
大
学
法
学
部
、
法
学
協
会
雑
誌
八
七
巻
一

号
「
商
法
二
一
条
に
も
と
つ
く
差
止
請
求
ー
会
社
商
号
の
登
記
抹
消
請
求
を
認
め
ず
変
更
登
記
手
続
を
命
じ
た
事
例
」
　
一
九
六
九
年
一

〇
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
三
五
号

「
問
屋
の
破
産
と
取
戻
権
」
一
九
六
九
年
一
〇
月
、
東
京
大
学
法
学
部
、
法
学
協
会
雑
誌
八
六
巻
一
〇
号

「
実
用
新
案
登
録
無
効
審
判
の
審
決
取
消
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
の
審
理
権
の
範
囲
－
新
た
な
刊
行
物
に
も
と
つ
く
登
録
無
効
の
主

張
の
許
否
」
一
九
六
九
年
七
月
、
東
京
大
学
法
学
部
、
法
学
協
会
雑
誌
八
六
巻
七
号

「
不
正
競
争
防
止
法
に
も
と
つ
く
差
止
請
求
ー
い
わ
ゆ
る
広
義
の
混
同
を
認
め
た
事
例
」
一
九
六
九
年
六
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス

ト
四
二
四
号



「
浜
中
村
主
畜
農
協
事
件
」
一
九
六
九
年
五
月
、
公
正
取
引
協
会
、
公
正
取
引
二
二
三
号

「
商
標
不
使
用
に
よ
る
商
標
登
録
の
取
消
」
一
九
六
九
年
三
月
、
東
京
大
学
法
学
部
、
法
学
協
会
雑
誌
八
六
巻
三
号

「
他
人
の
登
記
商
号
に
つ
き
自
己
に
使
用
権
が
あ
る
と
信
じ
て
い
た
場
合
と
不
正
競
争
の
目
的
」
一
九
六
九
年
三
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ

ス
ト
四
一
九
号
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
“

「
不
正
競
争
防
止
法
に
よ
る
差
止
請
求
と
不
正
競
争
の
目
的
－
差
止
請
求
と
し
て
特
定
商
号
の
変
更
登
記
手
続
そ
の
他
侵
害
行
為
の

予
防
措
置
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
一
九
六
八
年
四
月
、
東
京
大
学
法
学
部
、
法
学
協
会
雑
誌
八
五
巻
四
号

「
第
一
次
大
正
製
薬
事
件
」
一
九
六
八
年
四
月
、
公
正
取
引
協
会
、
公
正
取
引
二
一
〇
号

「
約
束
手
形
の
裏
書
断
絶
部
分
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
実
質
関
係
と
し
て
誤
記
の
事
実
を
主
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
」
一
九
六
七
年
九

月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
七
七
号

「
商
標
権
の
譲
受
人
が
連
合
商
標
の
登
録
を
し
た
後
に
当
該
譲
渡
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
譲
受
人
の
原
状
回
復
の
範
囲
」
一

九
六
七
年
七
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
七
四
号

「
下
津
井
電
鉄
バ
ス
路
線
譲
渡
契
約
事
件
」
一
九
六
七
年
三
月
、
公
正
取
引
協
会
、
公
正
取
引
一
九
八
号

「
裏
書
の
連
続
を
整
え
る
目
的
で
な
さ
れ
た
裏
書
抹
消
の
効
果
－
呈
示
期
間
経
過
後
支
払
場
所
に
な
さ
れ
た
呈
示
と
付
遅
滞
の
効
果
」

一
九
六
六
年
七
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
上
二
五
〇
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

判
例
解
説

「
輸
入
業
者
に
よ
る
並
行
輸
入
妨
害
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
独
禁
法
審
決
・
判
例
百
選
〈
第
六
版
〉
所
収
、
二
〇
〇
二
年
三
月
、
有
斐
閣

「
辞
典
ー
ア
メ
リ
カ
語
要
語
集
事
件
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
著
作
権
判
例
百
選
〈
第
三
版
〉
所
収
、
二
〇
〇
一
年
五
月
、
有
斐
閣

　
　
　
渋
谷
達
紀
　
教
授
主
要
著
作
目
録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
法
四
十
四
ー
二
）
　
　
二
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

「
偶
然
の
暗
合
　
　
ワ
ン
・
レ
イ
ニ
、
ー
・
ナ
イ
ト
・
イ
ン
・
ト
ー
キ
ョ
ー
事
件
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
著
作
権
判
例
百
選
〈
第
三
版
〉
所

収
、
二
〇
〇
一
年
五
月
、
有
斐
閣

「
国
際
的
技
術
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
終
了
後
に
お
け
る
製
品
の
供
給
制
限
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
独
禁
法
審
決
・
判
例
百
選
〈
第
五
版
〉
所
収
、

一
九
九
七
年
三
月
、
有
斐
閣

「
輸
入
業
者
に
よ
る
並
行
輸
入
の
妨
害
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
独
禁
法
審
決
・
判
例
百
選
〈
第
五
版
〉
所
収
、
一
九
九
七
年
三
月
、
有
斐
閣

「
登
記
官
の
審
査
権
限
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
商
法
（
総
則
・
商
行
為
）
判
例
百
選
所
収
、
一
九
九
四
年
七
月
、
有
斐
閣

「
原
産
国
の
不
当
表
示
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
独
禁
法
審
決
・
判
例
百
選
〈
第
四
版
〉
所
収
、
一
九
九
一
年
二
月
、
有
斐
閣

「
取
引
の
内
容
、
販
売
価
格
の
不
当
表
示
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
独
禁
法
審
決
・
判
例
百
選
〈
第
四
版
〉
所
収
、
一
九
九
一
年
二
月
、
有
斐

゜
閣

「
公
正
競
争
規
約
の
認
定
に
対
す
る
消
費
者
の
不
服
申
立
適
格
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
独
禁
法
審
決
・
判
例
百
選
〈
第
四
版
〉
所
収
、
　
一
九

九
一
年
二
月
、
有
斐
閣

「
署
名
後
流
通
前
の
紛
失
手
形
と
除
権
判
決
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
手
形
小
切
手
判
例
百
選
〈
第
四
版
〉
所
収
、
一
九
九
〇
年
五
月
、
有
斐

閣

「
ア
メ
リ
カ
語
要
語
集
事
件
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
著
作
権
判
例
百
選
〈
第
二
版
〉
所
収
、
一
九
八
七
年
二
月
、
有
斐
閣

「
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
論
文
事
件
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
著
作
権
判
例
百
選
〈
第
二
版
〉
所
収
、
一
九
八
七
年
二
月
、
有
斐
閣

「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
商
標
上
告
審
判
決
」
一
九
八
六
年
八
月
、
有
斐
閣
、
法
学
教
室
七
一
号

「
職
務
発
明
と
ノ
ウ
・
ハ
ウ
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
特
許
判
例
百
選
〈
第
二
版
〉
所
収
、
一
九
八
五
年
二
月
、
有
斐
閣

「
実
施
許
諾
者
の
権
利
侵
害
差
止
義
務
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
特
許
判
例
百
選
〈
第
二
版
〉
所
収
、
一
九
八
五
年
二
月
、
有
斐
閣



「
タ
イ
ポ
ス
書
体
事
件
控
訴
審
判
決
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
マ
ス
コ
ミ
判
例
百
選
〈
第
二
版
〉
所
収
、
一
九
八
五
年
六
月
、
有
斐
閣

「
受
取
人
欄
白
地
の
手
形
に
よ
る
手
形
金
請
求
め
許
否
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
手
形
小
切
手
判
例
百
選
〈
第
三
版
〉
所
収
、
一
九
八
一
年
四

月
、
有
斐
閣

「
重
複
保
険
の
告
知
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
損
害
保
険
判
例
百
選
所
収
、
一
九
八
〇
年
七
月
、
有
斐
閣

「
共
同
代
表
と
代
表
権
行
使
の
委
任
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
会
社
判
例
百
選
〈
第
三
版
〉
所
収
、
一
九
七
九
年
四
月
、
有
斐
閣

「
問
屋
の
破
産
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
商
法
の
判
例
〈
第
三
版
〉
所
収
、
一
九
七
七
年
四
月
、
有
斐
閣

　
　
　
　
　
　
　
～

「
商
標
権
侵
害
排
除
事
件
」
一
九
七
七
年
一
〇
月
、
経
済
法
学
会
、
経
済
法
二
〇
号

「
商
標
権
侵
害
差
止
請
求
事
件
」
一
九
七
四
年
一
〇
月
、
経
済
法
学
会
、
経
済
法
一
七
号

「
商
標
登
録
無
効
審
決
の
審
決
取
消
請
求
事
件
」
一
九
七
三
年
一
〇
月
、
経
済
法
学
会
、
経
済
法
一
六
号

「
不
渡
処
分
の
取
止
請
求
の
許
否
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
銀
行
取
引
判
例
百
選
〈
新
版
〉
所
収
、
一
九
七
二
年
一
二
月
、
有
斐
閣

「
商
標
法
違
反
被
告
事
件
」
一
九
七
二
年
一
〇
月
、
経
済
法
学
会
、
経
済
法
一
五
号

「
公
営
電
車
企
業
の
旅
客
運
送
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
運
輸
判
例
百
選
所
収
、
一
九
七
一
年
一
一
月
、
有
斐
閣

「
航
空
機
破
壊
未
遂
事
件
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
運
輸
判
例
百
選
所
収
、
一
九
七
一
年
一
一
月
、
有
斐
閣

「
共
同
代
表
と
表
見
代
表
取
締
役
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
会
社
判
例
百
選
〈
新
版
〉
所
収
、
一
九
七
〇
年
＝
月
、
有
斐
閣

「
意
匠
権
侵
害
排
除
・
損
害
賠
償
請
求
事
件
」
一
九
七
〇
年
一
〇
月
、
経
済
法
学
会
、
経
済
法
＝
二
号

「
商
標
登
録
取
消
審
判
の
審
決
取
消
請
求
事
件
」
一
九
六
九
年
一
〇
月
、
経
済
法
学
会
、
経
済
法
一
二
号
’

「
不
正
競
争
行
為
差
止
請
求
事
件
」
一
九
六
八
年
一
〇
月
べ
経
済
法
学
会
、
経
済
法
＝
号

「
商
標
法
違
反
被
告
事
件
」
一
九
六
七
年
一
〇
月
、
経
済
法
学
会
、
経
済
法
一
〇
号

　
　
　
渋
谷
達
紀
　
教
授
主
要
著
作
目
録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
法
四
十
四
－
二
）
　
　
二
三



二
四

「
外
国
文
字
に
よ
る
表
示
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
商
標
・
商
号
・
不
正
競
争
判
例
百
選
所
収
、
一
九
六
七
年
八
月
、
有
斐
閣

「
社
団
法
人
セ
メ
ン
ト
協
会
事
件
」
一
九
六
六
年
一
〇
月
、
経
済
法
学
会
、
経
済
法
九
号

判
例
紹
介

「
知
的
財
産
法
判
例
の
動
き
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
平
成
＝
二
年
度
重
要
判
例
解
説
所
収
、
二
〇
〇
二
年
六
月
、
有
斐
閣

「
知
的
財
産
法
判
例
の
動
き
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
平
成
一
二
年
度
重
要
判
例
解
説
所
収
、
二
〇
〇
一
年
六
月
、
有
斐
閣

「
知
的
財
産
権
法
判
例
の
動
き
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
平
成
＝
年
度
重
要
判
例
解
説
所
収
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
、
有
斐
閣

「
知
的
財
産
権
法
判
例
の
動
き
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
平
成
一
〇
年
度
重
要
判
例
解
説
所
収
、
一
九
九
九
年
六
月
、
有
斐
閣

「
知
的
財
産
権
法
判
例
の
動
き
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
平
成
九
年
度
重
要
判
例
解
説
所
収
、
一
九
九
八
年
六
月
、
有
斐
閣

「
無
体
財
産
権
法
判
例
の
動
き
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
平
成
八
年
度
重
要
判
例
解
説
所
収
、
一
九
九
七
年
六
月
、
有
斐
閣

「
無
体
財
産
権
法
判
例
の
動
き
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
平
成
七
年
度
重
要
判
例
解
説
所
収
、
一
九
九
六
年
六
月
、
有
斐
閣

「
無
体
財
産
権
法
判
例
の
動
き
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
平
成
六
年
度
重
要
判
例
解
説
所
収
、
一
九
九
五
年
六
月
、
有
斐
閣
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L
一
九
九
〇
年
二
月
、
日
米
法
学
会
、
ア
メ
リ
カ
法
お
゜
。
“
。
』

「
リ
シ
ー
対
ア
リ
タ
リ
ア
航
空
会
社
事
件
」
一
九
六
八
年
一
〇
月
、
空
法
学
会
、
空
法
一
二
号

「
ワ
ル
ソ
ー
条
約
第
二
九
条
の
責
任
に
関
す
る
訴
の
提
起
期
間
の
意
義
」
一
九
六
七
年
一
〇
月
、
空
法
学
会
、
空
法
＝
号

「
ワ
ル
ソ
ー
条
約
と
運
行
の
遅
延
に
関
す
る
免
責
約
款
の
効
力
」
一
九
六
七
年
一
〇
月
、
空
法
学
会
、
空
法
一
一
号



書
評

高
柳
賢
三
著
・
司
法
権
の
優
位
－
理
論
と
実
際
、
一
、
一
〇
〇
〇
年
一
二
月
、
有
斐
閣
、
書
斎
の
窓
五
〇
〇
号

小
原
喜
雄
著
・
国
際
的
技
術
移
転
と
法
規
制
、
一
九
九
五
年
七
月
、
公
正
取
引
協
会
、
公
正
取
引
五
三
七
号

中
山
信
弘
編
・
特
許
法
（
1
）
（
H
）
、
一
九
九
〇
年
一
月
、
有
斐
閣
、
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
八
号

中
山
信
弘
著
・
発
明
者
権
の
研
究
、
一
九
八
七
年
八
月
、
有
斐
閣
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
九
一
号
　
　
　
　
　
　
　
‘

W
・
フ
ィ
ケ
ン
チ
ャ
ー
著
（
丹
宗
昭
信
監
訳
）
・
競
争
と
産
業
上
の
権
利
保
護
、
一
九
八
一
年
七
月
、
有
斐
閣
、
民
商
法
雑
誌
八
四
巻
四

号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

H
・
シ
ュ
ト
ゥ
ム
プ
著
（
布
井
要
太
郎
訳
）
・
ノ
ー
ハ
ウ
契
約
の
法
律
実
務
、
一
九
七
七
年
一
〇
月
、
有
斐
閣
、
民
商
法
雑
誌
七
七
巻
一
号

三
宅
正
雄
著
・
商
標
法
雑
感
、
一
九
七
三
年
九
月
、
有
斐
閣
、
民
商
法
雑
誌
六
八
巻
六
号

ピ
゜
』
°
国
知
冨
戸
゜
・
（
①
合
）
、
Z
已
吟
已
臣
口
σ
q
Z
①
≦
冨
①
①
゜
。
一
ピ
①
σ
q
巴
閲
↑
σ
q
ま
p
巳
国
。
0
5
0
邑
○
國
巳
Φ
。
・
一
九
七
二
年
二
月
、
日
米
法
学
会
、
ア

メ
リ
カ
法
一
q
⊃
べ
」
』

辞
典

新
法
律
学
辞
典
〈
第
三
版
〉
　
（
商
標
法
・
不
正
競
争
防
止
法
に
関
す
る
項
目
）
、
一
九
八
九
年
一
〇
月
、
有
斐
閣

経
営
学
小
辞
典
（
商
法
・
工
業
所
有
権
法
に
関
す
る
項
目
）
、
一
九
八
一
年
一
月
、
有
斐
閣

体
系
商
法
事
典
（
「
特
許
法
」
「
実
用
新
案
法
」
「
意
匠
法
」
「
商
標
法
」
の
項
目
）
、
一
九
七
四
年
一
〇
月
、
青
林
書
院
新
社

権
利
の
事
典
（
「
商
標
権
」
「
先
使
用
権
」
「
意
匠
権
」
「
実
用
新
案
権
」
な
ど
の
項
目
）
、
一
九
七
四
年
四
月
、
有
斐
閣

現
代
法
学
事
典
（
「
無
体
財
産
権
と
独
占
禁
止
法
」
の
項
目
）
、
一
九
七
三
年
一
一
月
、
日
本
評
論
社

　
　
　
渋
谷
達
紀
　
教
授
主
要
著
作
目
録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
法
四
十
四
－
二
）
　
　
二
五


